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施行 70年「春の憲法講座」に 180人の参加 

―生かそう憲法 くらしに政治に！ みんなで迎える 70年ー 

憲法「施行 70年 春の憲法講座」が 5日、都内のＹＭＣＡアジア青少年センターで開催されました。

主催は憲法会議で、神奈川憲法会議、埼玉憲法会議、千葉県憲法会議、東京憲法会議が協賛。午前 10

時開催でしたが会場いっぱいの 180人が参加し、憲法の力を生かし、「安倍改憲戦略」を打ち破ろうと

決意を固め合いました。 

初めに、日本共産党の穀田恵二国会対策委員長が国会報告。森友学園問題等の国会審議状況を報告す

るとともに、野党と市民の共闘が１年で大きく前進したと報告しました。そして、野党共闘には、紆余

曲折があると述べ、「今こそ、みなさんの力が必要です。野党と市民の共闘をさらに進めるため力を合

わせましょう」と語りました。 

次に、森英樹・名古屋大学名誉教授が「憲法の『本当の力』のはなし―安倍改憲戦略のもろさとたた

かい」と題して講演しました。森氏は、安倍晋三政権が戦争法を強行したあとも憲法が立ちはだかって

いると強調。安倍政権が進める、共謀罪、アベノミクス、沖縄新基地建設など一つひとつを阻止する運

動が、安倍改憲戦略を止めるたたかいにもなると述べました。さらに、自民党がこの日、党大会を開き、

改憲にさらに踏み込んだ運動方針を議論していることを紹介し、「憲法の平和的・民主的条項の実施を

掲げる憲法運動として正面から立ち向かい、安倍改憲戦略を打ち破ろう」と呼びかけました。 

参加された方からは、次のような感想が寄せられました。 

〇立憲主義の森先生の意見、これまでの疑問に対して、全く理解 

できました。民主主義と立憲主義との関係、憲法の民主的条項に 

対する整理ができました。 

〇日本国憲法の「そもそも論」を大事にされていることに自信 

を得ました。私たちが混乱し、迷うことなく、今こそ原点に立ち 

返っての運動が大切だと思っていましたので、力をいただきまし 

た。 

〇押しつけ憲法論、立憲主義など、質問に対する応答もよく分か 

りました。何気なく使ってきた立憲主義もよく考えなければにらないと思いました。天皇に対する見解

も目に鱗でした。 

午後には、憲法会議の第 52回総会開催が、春の憲法講座と同じＹＭＣＡアジア青少年センターで

開催されました。次号で紹介します。 

自民党大会、安倍首相「改憲の発議」に踏み込む 
自民党は 5日、都内で党大会を開催しました。安倍晋三首相（総裁）は、改憲について「憲法改正の

発議に向け、具体的な議論をリードしていく」と決意を示しました。そのために、総裁任期を「連続 2

期 6年まで」から「連続 3期 9年まで」に延長することも正式に決定しました。2018年 9月に任期が満

了する首相の三選立候補が可能になり、当選すれば任期は 21年 9月まで延びることになります。 
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安倍首相は、今年が憲法施行 70年であることに触れ「節目の年 

にあたり、次の 70年を見据え、新たな国づくりに取り掛かる」と 

改憲論議の意義を強調しました。採択された 2017年運動方針には 

「改憲原案の発議」に向けて取り組む方針が明記されたのに対し、 

さらに先の手続きである「改憲の発議」に踏み込んでいます。 

運動方針の「改憲原案の発議」は、衆院 100人以上、参院 50人 

以上の賛同を集めて、どちらかの院に提出すること。首相が言及し 

た「改憲の発議」は、原案が両院の憲法審査会で審査された後、本 

会議で 3分の 2以上の賛成で可決されれば、国会が改憲案を国民投 

票にかけることを指します。 

二階俊博幹事長は終了後、記者団に改憲を巡る首相演説について「党が一致して、その方向に進もう

としていると受け止めてもらって結構だ」と述べました。 

共謀罪法案の「テロ等準備罪」に「テロ」表記なし 

政府法案に「テロ」明記検討へ 
政府が創設を検討している「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案の全容について、新

聞等が明らかにし、報道しています。最大の問題は、政府は「テロ対策」を強調し呼称を「テロ等準備

罪」に変更しましたが、法案には「テロ」の文言が全くないことが判明したことです。さらに、捜査機

関の裁量によって解釈が拡大され、内心の処罰につながる恐れや一般市民も対象になる余地も残してお

り、共謀罪の本質的な懸念は変わっていないことが明らかになりました。 

法案では、処罰されるのは「実行準備行為を伴う組織的犯罪集団による重大犯罪遂行の計画」で、「計

画罪」と呼ぶべきものとなっています。政府が与党に説明するために作成した資料では、対象とする 277

の犯罪を「テロの実行」「薬物」など五つに分類していましたが、法案全文には「テロ」の文言はなく、

分類もされていません。特定秘密保護法で規定されているようなテロリズムの定義もありませんでした。 

法案は、共同の目的が犯罪の実行にある「組織的犯罪集団」の活動として、その実行組織によって行

われる犯罪を 2人以上で計画した者を処罰対象としています。計画に参加した者の誰かが資金や物品の

手配、関係場所の下見、「その他」の実行準備行為をしたときに処罰すると規定しています。また「（犯

罪）実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、または免除する」との規定もあります。 

政府はこれまでの国会答弁で「合意に加えて、準備行為がなければ逮捕令状は出ないように立法する」

などと説明してきました。しかし、条文は「実行準備行為をしたときに」処罰するという規定になって

おり、合意したメンバーの誰かが準備行為をしなければ逮捕できないとは読み取れません。 

また、「組織的犯罪集団」は政府統一見解では、普通の団体が性質を変えた場合にも認定される可能

性があります。団体の性質が変わったかどうかを判断するのは主に捜査機関です。その裁量次第で市民

団体や労働組合などが処罰対象となる可能性があります。 

自公両党、あわてて「テロリズム」の文言を加える方向で検討へ 

自民、公明両党は 1日、組織犯罪処罰法改正案(テロ準備罪法案)について、「テロリズム」の文言を

加えて修正する方向で検討に入りました。これは公明党が「テロ対策だと説明すれば支持者の理解が得

られる」として今国会での成立を容認した経緯があり、公明党から不満が出されたためです。 

しかし、これで「テロ対策」のための組織犯罪処罰法改正案は必要ないことが明確になりました。 

「共謀罪」の創設に反対する緊急統一署名に取り組もう! 
 27日結成された「共謀罪 NO!実行委員会」は、総がかり行動実行委員会とともに緊急署名にとりくみます! 

 

 

国会で、森友学園事件で 

追及される安倍首相 
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